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国内規制

資産運用業協会：「プライベートアセットの投資信託への
組入－プライベートアセットの民主化－」を公表

資産運用業協会は2026年3月17日、「プライベートアセットの

投資信託への組入－プライベートアセットの民主化－」を公表し
ました。

政府が公表した「資産運用立国実現プラン」では、「非上場有価
証券の流通を促進するための規制緩和」や「投資信託への非
上場株式の組入れ」を可能とすることを求め、金融庁は、投資
信託等を通じた非上場株式投資を活性化するため、資産運用
業協会の自主規制規則の緩和を求めてきました。

グローバル市場においては、上場株式、債券に加えて非上場
株式への投資、プライベートクレジットへの投資市場が拡大す
る中で、個人投資家にも当該投資に関する果実を享受できるよ
うにすべく、すなわち「プライベートアセット投資の民主化」が実
行されてきました。

このレポートにおいては、米国や欧州で議論が続いているプラ
イベートアセットの民主化の状況を紹介しつつ、日本における
課題が報告されています。

国内規制

金融庁：金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証
のあり方に関するワーキング・グループ」報告の公表に
ついて

金融庁は2026年1月8日、「サステナビリティ情報の開示と

保証のあり方に関するワーキング・グループ」報告書を公表しま
した。また、報告書公表に先立ち、2025年12月22日に開催さ

れた「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワー
キング・グループ」（第11回）の議事録も公表しました。

2025年7月に公表された中間論点整理で残された論点につい
て、2025年10月以降3回にわたり行われた審議の結果を取り
まとめたものとなり、具体的には以下の点が示されています。

◼ プライム市場上場企業を対象に、時価総額の大きな企業か
ら2027年3月期以降順次、SSBJ基準に準拠して有価証券

報告書を作成することを義務付け（経過措置としての二段
階開示は、適用開始から2年間）

◼ 開示基準の適用義務化開始時期の翌年から保証を義務
付け

◼ 保証範囲は当初2年間は限定（3年目以降は国際動向等を

踏まえ、今後検討）、保証業務実施者を登録制（法人）とし、
監査法人・監査法人以外のいずれも、要件を満たす場合は
登録可能

国内規制

金融庁：「有価証券報告書を定時株主総会前に提出する
場合の留意点」を公表

金融庁は2026年2月20日、上場会社における有価証券報告

書の定時株主総会前開示（総会前開示）を促進する観点から、
「有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意
点」の更新版を公表しました。

2026年2月の企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正
により、従来、総会前開示時に求められていた株主総会又は

取締役会で決議予定の事項の概要について、自己株式の取得
及び剰余金の配当に関するものを除き、原則として記載不要と
整理されています。

国内規制

内閣官房・金融庁・経済産業省「人的資本可視化指針
（改訂版）」を公表

内閣官房・金融庁・経済産業省は2026年3月23日、「人的資

本可視化指針（改訂版）」を作成し、内閣官房ホームページにて
公表しました。

当指針は近年、人的資本投資に関して、投資家のみならず
労働市場に向けた情報開示の重要性が高まっていることを

受け、内閣官房に設置された非財務情報可視化研究会（金融
庁・経済産業省がオブザーバーとして参加）で作成されたもの
です。

今回の「人的資本可視化指針（改訂版）」では、企業が経営
戦略と連動した人材戦略を策定し、企業価値向上につながる

質の高い人的資本投資を実践・開示するために、主に下記に
ついて整理されています。

◼ 人的資本投資・人材戦略を検討する際のフロー

◼ どのような人的資本開示が企業と投資家の建設的な対話
に有用であると考えられるか

また、同ホームページで公表されている「付録① 経営戦略と

人材戦略の連動及びそれを踏まえた指標の開示事例」におい
ては、経営戦略と人材戦略の連動を示している企業の開示
事例が紹介されています。
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国際規制

欧州証券市場監視機構（ESMA）：通知統計を含むファン
ドの越境マーケティングに関する報告書を公表

欧州証券市場監視機構（ESMA）は、ファンドの越境配分に関す

る規則のうち、マーケティング要件及びマーケティング・コミュニ
ケーションに関する第3回報告書を公表しました。今回の報告
書には、初めてファンドの越境マーケティング通知に関する
統計が含まれています。

各国主管当局（National Competent Authorities）からの情報
を基に、報告書では、2023年に第2回報告書が公表されて

以来、ファンドのマーケティングを規律する各国規則には大きな
変更は生じていないと指摘しています。

ESMAは今回の報告書を通じ、関係者に対して越境ファンド

通知件数に関する統計を提供しています。特に分析によると、
ルクセンブルクとアイルランドが主要な通知国であり、それぞれ
59%及び30%を占めています。UCITSの通知は全ファンド通知
の56%を占め、AIFは44%を構成しています。これらの情報は、

ファンドの越境マーケティング通知を網羅的に一覧化した
ESMAのデータベースから取得されたものです。

国際規制

欧州証券市場監視機構（ESMA）：新規投資ファンド、
投資家コスト削減をけん引

欧州証券市場監視機構（ESMA）は、EUにおける個人向け投資
商品のコスト及びパフォーマンスに関する2025年版市場
レポートを公表しました。

本報告によると、2024年もEUの投資ファンドの運用コストは
低下傾向が続きました。ただし、その主因は低手数料の新規
投資ファンドの市場参入であり、既存ファンドにおけるコスト
削減は限定的であったと指摘されています。

ESMAのヴェレナ・ロス議長は、新規ファンドを中心にパフォー

マンス改善とコスト低下が進み、投資家にとっての成果が向上
したと述べました。一方で、恩恵にはばらつきがあり、投資商品
の選択が重要であるとしています。また、市場改善を投資家の
実質的な利益につなげるためには、透明性の確保と競争促進
が引き続き重要であると強調しました。

ESMAは、コストや過去実績に関する分かりやすい情報開示が、

投資家の適切な意思決定を支えるとともに、資産運用会社や
投資会社が投資家の最善の利益のために行動する責任の
重要性を改めて示しています。

会 計

企業会計基準委員会：企業会計基準公開草案第94号
「法人税等に関する会計基準（案）」等を公表

企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」という。）は2026年1月
9日、企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計
基準（案）」等を公表しました。

現行の企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に

関する会計基準」は、具体的な税金を列挙し、それぞれの税金
について規定する税法を参照することにより適用対象となる

税金を特定し、会計処理及び開示を定めています。そのため、
個別の税金が創設されるたびに都度改正が行われてきました。

一方、本公開草案では、適用対象となる税金について、原則的
な枠組みを設け、個別の税目を特定しない方式に見直すことと
され、個別の税金の創設が行われた時であっても、企業会計
基準等の改正を行うことなく、補足文書の変更により機動的に
対応する方針とされています。

また、本公開草案では、法人税、地方法人税、住民税、事業税
及び特別法人事業税の基準法人所得割額（地方税法に基づき
標準税率で計算される所得割額）によって課される税金につい
て、その多くが所得を対象として課される税金である点に着目し、
国際的な会計基準における法人所得税の定義等を参考にしつ
つ、法人税その他の課税対象利益を基礎とする税金に関する
会計処理及び開示を定めることが提案されています。

本公開草案に関する詳細な解説については、下記リンク先を
ご参照ください。

改正法人税等に関する会計基準（案）等のポイント | EY Japan

会 計

企業会計基準委員会：企業会計基準第41号「後発事象
に関する会計基準」等を公表

ASBJは2026年1月9日、企業会計基準第41号「後発事象に
関する会計基準」、企業会計基準適用指針第35号「後発事象
に関する会計基準の適用指針」、企業会計基準第42号「『中間
連結財務諸表等の作成基準』の一部改正（その2）」、改正企業
会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」及び改正
企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計

基準の適用指針」を公表しました。

なお、当該公表に合わせて、日本公認会計士協会が公表して
いる監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1

号「後発事象に関する監査上の取扱い」が廃止されています。

（詳細は、7ページをご参照ください。）

https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2026/accounting-topics-2026-02-13
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2026/accounting-topics-2026-02-13
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2026/accounting-topics-2026-02-13
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2026/accounting-topics-2026-02-13
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2026/accounting-topics-2026-02-13
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2026/accounting-topics-2026-02-13
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2026/accounting-topics-2026-02-13
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2026/accounting-topics-2026-02-13
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会 計

企業会計基準委員会：実務対応報告第48号「防衛特別

法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を
公表

ASBJは2026年2月27日、実務対応報告第48号「防衛特別

法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を公表し
ました。

ASBJは2025年2月に、補足文書「2025年3月期決算におけ
る令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別
法人税の税効果会計の取扱いについて」を公表し、2025年
3月31日に終了する事業年度の決算での税効果会計の適用

における取扱いを整理しました。一方で、当期税金に係る取扱
いについては、当該法案成立後、防衛特別法人税の創設に
対応した会計基準等の改正を行う予定であるとしていました。

企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準

（案）」（以下、「法人税等会計基準案」という。）等の見直しは、周
知期間確保の観点から公表のおよそ1年後の4月1日以後開始

する事業年度からの適用が検討されており、課税初年度
（2026年4月1日開始年度）における準拠基準が空白となり得
ることを踏まえ、ASBJは基準改正とは別に実務対応報告とし
て今回の公表に至りました。

なお、ASBJが2026年1月9日に公表した法人税等会計基準

案等が最終化された場合、防衛特別法人税の会計処理及び開
示に関しては、当該最終化された会計基準等に準拠することと
なります。このため、今後最終化された法人税等会計基準案等
の適用により、本実務対応報告の適用は終了することが想定さ
れていますが、防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する
取扱いが変更となることは想定されていません。

また、本実務対応報告の適用時期は、2026年4月1日以後
開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用となり
ます。

詳細は、下記リンク先をご参照ください。

実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示
に関する当面の取扱い」の公表｜企業会計基準委員会

税 制

OECD：個人のグローバルモビリティに関するパブリック
コンサルテーションを開催

OECDは2026年1月20日、個人のグローバルモビリティに関す
るパブリックコンサルテーションを、パリのOECDコンファレンス
センター及びオンラインによるハイブリッド形式で開催しました。

リモートワークやデジタルノマドの拡大により、従来の「場所に
基づく」税制・社会保障制度が実態と乖離し、二重課税、PEリスク、

過度なコンプライアンス負担、不確実性が生じており、経済成長
と人材流動性を阻害しない国際的なルール整備が求められて
います。

このコンサルテーションでは、OECD事務局、欧州委員会、世界

各国の税務当局関係者、企業代表者らがグローバルモビリティ
の拡大に伴う税務上の課題について議論しました。OECDは

利害関係者からの意見や当コンサルテーションの議論を踏まえ、
今後、包摂的枠組みによる検討を進める予定です。

企業は今後のOECDの動向を注視し、自社事業への影響分析
と各国当局との対話を進めていく必要があります。

詳細は、EY税理士法人の以下のアラートをご参照ください。

OECD、個人のグローバルモビリティに関するパブリックコンサ
ルテーションを開催 | EY Japan

税 制

国税庁：UTPR・QDMTTに関する「法人税基本通達の
一部改正について」（法令解釈通達）及び趣旨説明を
公表

国税庁は2026年1月30日、「法人税基本通達の一部改正に
ついて」（法令解釈通達）を公表しました。

これは、国際最低課税残余額に対する法人税（UTPR：Undertaxed 
Profits Rule）及び国内最低課税額に対する法人税（QDMTT：
Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）に関するものです。

また、3月27日には、この法令解釈通達の趣旨説明も公表され
ています。

詳細は、国税庁の以下のURLをご参照ください。

◼ 法令解釈通達

法人税基本通達の一部改正について（法令解釈通達）｜国
税庁

◼ 趣旨説明

令和８年１月30日付課法２－３ほか２課共同「法人税基本

通達の一部改正について」（法令解釈通達）の趣旨説明｜
国税庁

https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2026/tax-alerts-02-25
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2026/tax-alerts-02-25
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2026/tax-alerts-02-25
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2026/tax-alerts-02-25
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2026/tax-alerts-02-25
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2026/tax-alerts-02-25
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2026/tax-alerts-02-25
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2601xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2601xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2601xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2601xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2601xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2601xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/260130/index.htm
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その他

GPIF：「ESG指数に基づく株式パッシブ運用の効果検証」
報告書を公表

GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）は2026年3月23日、
「スチュワードシップ活動・ESG投資の効果測定プロジェクト」の
一環として、「ESG指数に基づく株式パッシブ運用の効果検証」
を実施し、報告書を公表しました。

本報告書の目的は、ESG指数に基づく株式パッシブ運用が、
企業の行動やESGへの取組みにどのような影響を与えている
かを実証的に検証することにあります。分析では、2017年の
ESG指数導入以降にGPIFが採用している3つの指数を対象に、
指数への組み入れ前後における企業のESG評価などの主要
指標の推移を分析しました。

その結果、指数へ組み入れられるタイミングに向かって、企業
がESG関連活動を活発化させる傾向は特定のESG評価指標に
ついて見られたものの、一部の指標においては変化があまり

見られないという結果が示されました。また、各指数への組み
入れ後の効果についても同様で、一部では獲得した高いESG

評価を維持、または改善が持続する結果が示唆されましたが、
その一方で、逆のケースも確認されました。

これらの結果については、今後のESG投資を検討する上で、
引き続き継続的な観察と検証が必要であると整理されています。
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▋ 概要

企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」という。）は2026年1月9日、企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」

（以下、「後発事象会計基準」という。）、企業会計基準適用指針第35号「後発事象に関する会計基準の適用指針」（以下、

「後発事象適用指針」という。）、企業会計基準第42号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正（その2）」、改正企業

会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（以下、合わせて「本会計基準等」という。）を公表しました。

なお、当該公表に合わせて、日本公認会計士協会（以下、「JICPA」という。）が公表している監査・保証基準委員会 監査基準

報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」（以下、「監基報560実1」という。）が廃止されています。

▋ 本会計基準等のポイント

1. はじめに

我が国では、これまで後発事象に関する取扱いを包括的に定めた会計基準はなく、監査に関する内容だけでなく会計に

関する内容も含めて整理されているJICPAが公表した監基報560実1に基づき、実務が運用されてきました。

このような状況の下、会計基準の体系全体が把握しにくいとの課題に対応するため、JICPAが公表した企業会計に関する

実務指針（Q&Aを含む。）をASBJに移管するプロジェクトの一環として、監基報560実1における定めを会計に関する内容

と監査に関する内容に切り分け、会計に関する内容について会計基準で用いられる表現に見直した上でASBJに移管され

ています。

本会計基準等では、後発事象に係る会計処理及び開示に関して監基報560実1で示されていた「修正後発事象について

の基本的な考え方」及び「開示後発事象についての基本的な考え方」を踏襲した上で、表現の見直しを行うとともに、後発

事象の評価期間の整理などが図られています。

2. 本会計基準等の概要

（1） 後発事象の定義（後発事象会計基準第4項）

後発事象とは、「決算日後に発生した企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす事象

のうち、評価期間の末日までに発生した事象」と定義されています。

当該定義は、監基報560実1における定義を踏襲しつつ、評価期間に関する見直しを反映したものとなっています。

（2） 後発事象の評価期間（後発事象会計基準第7項、後発事象適用指針第4項、BC7項）

①原則的な取扱い

後発事象の評価期間の末日は、原則として「財務諸表の公表の承認日」とされています。

②会計監査人設置会社の計算書類等又は連結計算書類における取扱い

会計監査人設置会社において会計監査人により監査される計算書類等又は連結計算書類に関する後発事象の

評価期間の末日は、企業が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び会社計算規則に準拠して計算書類

等又は連結計算書類を作成する監査契約上の責任を果たしたことを確認した日※（以下、「確認日」という。）とされ

ています。

※当該確認日は、通常、経営者確認書の日付と同一になると考えられる、とされています。

会計
Accounting Update ― 日本

金融規制制度動向トピック 会 計 税 制 その他監 査

企業会計基準委員会：企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」等を公表
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（3） 修正後発事象、開示後発事象に関する定義並びに取扱い（後発事象会計基準第5～6項、8項、11項）

修正後発事象及び開示後発事象の定義並びに取扱いについては、監基報560実1の内容を踏襲しています。

（4） 注記事項（後発事象会計基準第10～11項）

後発事象会計基準では、次の注記を行うこととされています。

◼ 財務諸表の公表の承認

◼ 財務諸表の公表の承認日

◼ 財務諸表の公表を承認した機関又は個人の名称

◼ 重要な開示後発事象

◼ 重要な開示後発事象の内容及び影響額等、影響額の見積りができない場合、その旨及び理由

（5） 期中財務諸表における注記事項（期中財務諸表に関する会計基準の適用指針BC25-3項）

期中連結財務諸表及び期中個別財務諸表において、財務諸表の公表の承認に関する注記は求められていません。

3. 適用時期（後発事象会計基準第13項）

本会計基準等は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。

なお、早期適用の定めは設けられていません。

【EY Viewpoints】

◼ 本会計基準等では、監基報560実1における後発事象の定義を踏襲していますが、評価期間の末日について見直し

が行われ、従来の監査報告書日から、原則として財務諸表の公表の承認日へと変更されています。また、この変更に

伴い、後発事象の有無にかかわらず、財務諸表の公表の承認日及び承認した機関または個人の名称を注記すること

が新たに求められます。

◼ 計算書類等においては、評価期間の末日は、通常、経営者確認書の日付と同一となると本会計基準等において定め

られています。一方で、財務諸表については、評価期間の末日は、原則として財務諸表の公表の承認日とすることが

定められているのみで具体的な取扱いについては明示されておりませんが、当該承認日を経営者確認書の日付と

同一と整理し、現行の監査実務との整合性を維持する運用が考えられます。

◼ 投資信託の財務諸表についても同様に、経営者確認書の日付を基準とした運用が想定されますが、本会計基準等の

適用初年度においては、監査報告書日が同一であったとしても、期首日の相違により本会計基準等の適用の有無が

混在する可能性があるため、より一層注意が必要です。

◼ 以上を踏まえると、資産運用会社においては、自社及び運用する投資信託を含め、財務諸表の公表の承認主体及び

承認日をあらかじめ整理しておくことが重要となります。なお、実務上は、新たな独立したプロセスを構築する方法に

代えて、既存の経営者確認書の確認・署名プロセスに組み込む形で対応することも、実務的かつ効率的な方法の1つ

であると考えられます。
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執筆者のご紹介

公認会計士

安川卓孝 Takayoshi Yasukawa

EY新日本有限責任監査法人

金融事業部 マネージャー

主な経歴

◼ 地域金融機関を経て、2007年に監査法人に入所

◼ 投資事業有限責任組合、証券会社及び投資顧問会社等の

監査に従事

◼ メガバンク系列の証券会社に対する財務アドバイザリー業務に

従事

◼ 法人内研修講師などを担当

公認会計士

池田佳太郎 Keitaro Ikeda

EY新日本有限責任監査法人

金融事業部 マネージャー

主な経歴

◼ 2012年 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監

査法人）入所

◼ 資産運用会社、投資信託ならびにPE・不動産・再生可能エネル

ギー関連の組合監査等に従事

◼ WAMセクターナレッジ会計ワーキンググループのリーダーとし

て、当法人内の会計ナレッジの集約及び情報発信を担当。

新リース会計の導入に向け、資産運用業への影響を整理・とり

まとめ、各社を支援中

主な経歴

◼ 2015年 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監

査法人）入所

◼ 投資信託、投資事業有限責任組合、資産運用会社等の監査に

従事

◼ WAMセクターナレッジ会計ワーキンググループ メンバー

編集

主な経歴

◼ 1997年に監査法人に入所

◼ 主に国内大手や外資系運用会社のファンド監査及び会社監査

に従事。また、SOCR業務等の保証業務やアドバイザリー業務

にも従事

◼ WAMセクターナレッジ推進リーダーを担当

監修

公認会計士

髙橋一弘 Kazuhiro Takahashi

EY新日本有限責任監査法人

金融事業部

公認会計士

白取洋 Hiroshi Shiratori

EY新日本有限責任監査法人

金融事業部 アソシエートパートナー
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